
ご変更のお手続にあたっては、以下の方法にてお申し込みください。

（↓あらかじめご確認ください）

□ ご出国後の海外住所が、米国OFAC規制による制裁対象国の場合は、ご利用いただけません。

また、その他の国についても、法令等の要請によって予告なくご利用いただけなくなる場合があります。

SMBCトップ＞インターネットバンキング＞ヘルプ＞外国送金＞米国OFAC規制

（https://www.smbc.co.jp/direct/sousa/help_gaikokusoukin/7.html）

□ 国名のみのお届けで出国された住所変更、または居住地国の変更が伴う住所変更をご希望の方は

HPから住所変更のお手続をお願いいたします。

申込書・封筒を印刷し、必要事項をご記入・捺印・署名してください。

注意事項
● 申込用紙は白紙A4サイズ相当に限らせていただきます。
● 封筒はA4サイズ相当に限らせていただきます。
● ご記入内容に誤りがある場合は訂正・削除箇所を二重線で消し、

訂正印（お届け印）をご捺印ください。

封筒を作成の上、切手を貼ってください。

注意事項
● 確認書類のご同封のない場合や、申込書に記載の住所とご本人さま確認書類に記載の住所が一致しない場合

は、本申込書を一旦返却させていただきます。なお、お送りいただきました書類のコピーにつきましてはご返却
いたしませんので、あらかじめご了承ください。なお、原本をお送りいただいた場合も返却いたしませんので
ご了承ください。

お手続方法（ワンタイムパスワード有効化）

　手順①

　手順②

　手順③

パスポートのコピーをご送付ください。（お名前・ご住所を確認させていただくために必要です）
有効期限内のパスポートの顔写真があるページと所持人記入欄（住所の表示があるページ）をコピーしてください。

2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートをご提出いただく場合、 現住所等を記載できる所持人記入欄が削
除されたことに伴い、現地の公的機関の発行した 英字住所・氏名が確認できる追加書類も併せてご提出ください。
なお、公共料金の領収書、賃貸契約書、日本国内で発行された健康保険証等や各種証明書発行申請のために現
地の公的機関宛に提出する書類は受付できません。
各種証明書の申請方法等詳細は在外公館にお客まさより直接お問合せください。

追加書類の例：大使館・領事館発行の書類（発行日から6ヶ月以内）、滞在許可証、運転免許証 、納税証明書、現地
の警察が発行した居住証明等
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